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水利施設整備事業（排水対策特別型） 計農村振興課 地域計画班
事業主体 県 所管課班

(旧 地域水田農業経営支援排水対策特別事業) 実農村整備課 水利施設保全班

事業の内容

ア 用排水施設整備事業のうち麦・大豆・飼料作物等の転作作物を取り入れた収益性の高い水田営農の

確立を図るために必要な排水機場，排水樋門，排水路（以下「排水施設」という。）等の更新又は

整備を実施するもの。

イ アの事業と用排水施設整備事業のうち用水路等の更新又は整備及び生産基盤整備事業の（2）暗渠

排水事業，（3）客土事業，（4）区画整理事業であって排水施設の整備と一体不可分な範囲で施工

することを相当とするものを併せて一体的に実施するもの。

採択基準

・地域水田農業ビジョンが定められており，水田の有効利用に向けた方向性が盛り込まれている

こと

・受益地が原則として次のいづれかに該当するものであり，かつア又はイに該当する水田面積が

受益地内のおおむね５０％以上であること。

ア 降雨時において排水機，排水樋門，排水路等の排水施設の能力が十分にないために湛水を

来す水田

イ 常時地下水位が高い水田

ウ ア又はイの水田と一体的に整備することが必要な水田

・受益面積 ２０ha以上

・末端支配面積 ５ha以上

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備 考

排水対策特別型
50 25 10 15 Ｈ23年度新規

（旧地域水田農業支援排水対策特別事業） 地区移行適用


